
E寄稿2ヨ  

不動産鑑定評価基準め改定骨子案についで  

高橋 友昭   

1．はじめに  

我が国の不動産鑑定評価は、公共用地の取得等における役割が中心であったことから、  

従来は、土地の評価を主体として実施されてきたが、近年、我が国の不動産をめぐる状況  

は大きく変化し、不動産の取引における人々の価値観は、資産性の重視から収益性。利便  

性を重視した実需中心のものへと移行してきている。   

また、不動産の証券化の進展等にみられるように、鑑定評価に対するニーズは多様化8  

高度化する傾向にあり、土地。建物を一体の複合不動産として捉え、そこから生み出され  

る収益性を重視した鑑定評価が求められる傾向が強まっている。   

現行の不動産鑑定評価基準においては、このような新たな評価ニーズに対応する価格概  

念の考え方や複合不動産を対象とする収益性を重視した評価手法等が、必ずしも十分なも  

のとなっていない状況にある。   

このような鑑定評価に対する新たなニーズに対しては、（社）日本不動産鑑定協会が策定  

した実務指針により個別に対応してきたところであるが、鑑定評価の実務において必ずし  

も統一のとれたものとなっていない状況にあり、今後、新たな鑑定評価ニーズの増大が予  

想される中で、これに対応した基本的な事項について統一を図り、不動産鑑定評価基準に  

明確に位置づけることが必要となっている。   

こうした背景を踏まえ、不動産鑑定士等の行為規範であり不動産鑑定評価の拠り所とな  

る不動産鑑定評価基準について見直しを図る必要性が高まったことから、平成13年6月  

に国土審議会土地政策分科会の下に不動産鑑定評価部会が設置された。不動産鑑定評価部  

会では、下記に掲げる内容を主要な検討の論点とし、計9回の検討を経て平成12年12  

月「不動産鑑定評価基準の改定骨子案」を取りまとめ、公表した。   

以下に不動産鑑定評価部会における主要な検討の論点毎に改定骨子案の背景となる基本  

的考え方について、同部会でなされた議論の内容をもとに紹介する。  

1．不動産の証券化のための評価など収益性を重視した新たな評価ニーズに対応   

した価格概念の明確化  

2．不動産が現実に生み出しているキャッシュフローを価格に的確に反映させる   

DCF法の位置づけ等、収益還元法の体系的整理  

3．対象不動産の属する市場や市場参加者の特性等に関する市場分析の重視  

4・原価方式、比較方式、収益方式の3方式を等しく堅塁上て言式算価格を調整する   

という考え方についての再検討   
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5．複合不動産としての収益性をより精緻に把握するため等の経済的・法的。物理   

的な物件精査（デューデリジュンス）の導入  

2．各論点に係る部会での検討の概要  

（1）価格概念の明確化について   

不動産鑑定評価における価格の種類について、現行基準においては、いわゆる市場価値  

に相当する正常価格、隣地併合。分割などに伴う限定された条件下での市場価値に相当す  

る限定価格、一般的に取引の対象とならない不動産及び特定の依頼目的。条件に応じた不  

動産の経済価値を表す特定価格の3つに区分されている。   

ところで昨今の評価ニーズの高度化。多様化に伴い、資産流動化法。投信法に基づく鑑  

定評価として投資採算価値を求める場合や民事再生法に基づく評価目的に応じ売り急ぎ事  

情を所与とした条件下での評価を行う場合等については、実務指針において既に特定価格  

として評価を行うとの整理がなされているが、基準上の位置付けは必ずしも明確ではなか  

った。あわせて正常価格の定義についても、実務においてしばしばその趣旨が曖昧に解釈  

される傾向にあったことから、現実の社会経済情勢に立脚したものであることを明確にす  

ることとあわせ、その成立要件を明確化するなどの対応が必要との議論がなされた。   

こうした背景を踏まえ、現行基準における鑑定評価上の各価格概念について再精査を行  

い、それぞれの定義を明確化していく方向が打ち出された。  

（2）収益還元法の体系的整理について   

我が国の鑑定評価基準は、昭和39年の設定当初以来、収益還元法に係る内容は、いわ  

ゆる直接還元法を念頭においた構成となっており、実務においても直接還元法を中心に運  

用されてきた。ところで、諸外国の状況をみると、米国の鑑定評価における標準的なテキ  

ストとされるÅppraisalhs也tuね（A‡）のテキストブックにおいては、ま978年の改定でDC  

F法（DiscolmもedCasb許lowAnalysis）が初めて位置づけられて以来、鑑定評価実務に  

おいて幅広く適用されており、最近では直接還元法と同等の位置付けとして整理。運用さ  

れている（図ml）。また、欧州においても英国を中心に収益還元法における一般的な手法  

として運用されているところである。一一方、我が国でも金融分野を中心に投資分析等にお  

ける優れた手法として既に普及しているところであり、不動産鑑定の分野でも分析過程に  

係る説明性の高い手法として注目され、既に一部では実用に供されている段階にある。こ  

うした背景を踏まえ、今回の検討において、収益還元法の手法体系を、直接還元法とDC  

F法との2本立てであるとの整理を行った上で、それぞれの手法の適用による価格の算定  

過程において使用される還元利回り及び割引率の性格。適用を明確化する方向が示された。  

また、直接還元法とDCF法の実務に則した使い分けについても明確化する方向が打ち出  

され、例えば資産流動化法。投信法に基づく鑑定評価として投資採算価値を求める場合は、  

DCF法の適用を必須とする等の整理を行っている。   
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図－1米国不動産鑑定協会（AppraisalInstitute）テキストにおける収益還元法の体系  

手  Direct Capitalization  Disco11nted Cash FlowAnalysis   
法  

方   α  単年間純収益  
式  Ⅴ＝ Ⅴ＝ 総合還元利回り   

吼＋（1讐y）2＋（1警y）3 1＋y   

＋…＋ 
吼  

1  比較可能な類似取引事例から算定する方式   

点〃＝純収益÷取引価格  
（1＋y）乃  

α上：k期の純収益n：保有期間  

2  有効総収入乗数から査定する方式  y：割引率  

卜必要諸経費率   
尺。＝   

有効総収入乗数  

3  投資一団方式（借入金と自己資金に区分）  

屈＝（借入金割合×皮〟）＋ （）  

利  

回  
（1一倍入金割合）×反古  

り  軋＝借入金の還元利回り  。市場参加者（買い手、売り手、ア  

の  

屈g：自己資金還元利回り  

割 引  ドパイザー、仲介業者）の動きや   

査  率   期待を把握し、分析する。   

定 方  

法  
益 率  当事者から聴取する。  

軋＝（土地価格割合×皮エ）＋  ＼－＿．／  

の   
（建物価格割合×屈β）  査  収益見込額と予想復帰価値とを査  

定   

属上：土地の還元利回り  に  定して収益率を算定する。  

屈β：建物の還元利回り  
い  
て  

察しなければならない点は、金融  

5  DCR方式  市場および不動産市場の現況と不  

厨＝DCRX軋×借入金割合 ∂  動産投資家の動き、現状認識、予  

想など。   
DCR（借入金返還余裕率）＝  

純収益÷年間元利返済額  

厨〟：借入金の還元利回り  

※ 上記の他にYieldCapiね1izaもion（多年度収益還元法）の考え方もある。  

出典：「馳eAppraisdof認ea柑state 日払edition」（Appraisalhstit11b）をもとに作成。   
注：日本語への訳語に翻訳上の差異が存在する場合がある。   
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（3）市場分析の重視について   

昨今の不動産市場の動向をみると、実需中心の取引が主体となる中で、近隣の地域にお  

ける従前の標準的な用途と必ずしも整合しない評価対象が現れる例が増加している。例え  

ば、低層住宅系の用途の市街地において大規模な工場跡地が発生し、マンション用途に転  

換することが見込まれる例などが典型的なものであるが、従来は中高層のオフィスや商業  

的利用に特化していた市街地中心部付近であっても、最近の都心回帰による旺盛なマンシ  

ョン需要に伴い、オフィス。商業ビルの跡地などにマンションが新たに立地する例も現れ  

てきている。   

一方、不動産の価格形成においては、複合不動産を中心に、近隣の地域との関係よりも  

広域的な需給動向や競合。代替関係にある不動産との比較が重視される傾向が見られる。  

こうした動向を踏まえ、今後の不動産鑑定評価においては、従前の近隣地域を中心とする  

分析にとどまらず、対象不動産の用途や市場参加者の属性。行動に応じた同一需給圏を的  

確に判定し、同一需給圏内における類似不動産のマクロ的な需給動向を把握するとともに、  

対象不動産と直接的に競合。代替関係にある不動産との優劣及び対象不動産の市場競争力  

等を的確に把握する必要性が打ち出された。  

（4）3方式を等しく尊重して試算価格を調整するという考え方についての再検討について   

我が国の不動産鑑定評価基準においては、価格を求める方法として原価法、取引事例比  

較法及び収益還元法の3つの方式が採用され、原則としてそれらを併用するものとされて  

きた。しかしながら実務においては、伝統的に取引事例から求められる比準価格が中心的  

なものとして認識される傾向にあった。そのため、収益還元法重視の方向が打ち出された  

平成2年の基準改定において、 3つの方式の適用によって求められた試算価格は「等しく  

妥当性があるものとして尊重し、活用すべきもの」との記載が新たに追加された。もとよ  

り鑑定評価実務においては、単に3つの試算価格を単純平均するという趣旨には解されて  

おらず、各試算価格間の重み付けによる「調整」がなされてきたところであるが、伝統的  

に比準価格に規範性を求める傾向があることと相まって、しばしば調整の根拠や分析プロ  

セスが不明確であるという指摘があったことも事実である。今回の改定骨子案において前  

述のように対象不動産が属する市場を精緻に分析する重要性が唱えられたことに伴い、市  

場分析の結果を用いて各試算価格を適切にウエイト付けした上で鑑定評価額を決定すべき  

こと、鑑定評価報告書において調整プロセスを明記すべきとの方向性が打ち出されたとこ  

ろである。  

（5）経済的。法的。物理的な物件精査（デューデリジェンス）の導入について   

複合不動産の評価ニーズが増大する中で、対象不動産が生み出す将来の収益見通しや内  

在する固有のリスク要因を精緻に把握するため、対象不動産について多面的側面からより  

精緻な調査。確認を行うことが求められるケースが増加している。こうした傾向は、不動  

産の証券化スキームの整備や、我が国不動産市場への外資系企業の参入が本格化したここ  

数年、顕著にみられるようになってきたようである。   

このため、現行基準に従い従前から行われてきた調査項目に加え、新たな評価ニーズに  

則し、建物の設備。機能や構造に係る内容、土壌や地下埋設物等の地中の状況に係る調査   
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項目を新たに追加することが必要との整理がなされた。あわせて、要求される調査項目、  

内容やその方法によっては不動産鑑定士以外の専門家による調査結果の活用が必要となる  

ケースもあることが示されたところである。  

3．不動産評価基準の改定にかかる今後の予定について   

今回、不動産鑑定評価部会において取りまとめられた「不動産鑑定評価基準の改定骨子  

案」については、平成13年12月11日から1ケ月間、パブリックコメントの手続きに  

供された。今後、パブリックコメントの結果等を整理した上で、平成13年度内を目途に  

不動産鑑定評価部会において、不動産鑑定評価基準の改定方針に係るとりまとめが行われ、  

平成14年度中に新基準の運用が開始される予定である。  

Eたかはしともあき］  
［国土交通省土地8水資源局地価調査課鑑定評価指導官］   
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平成13年12月  
不動産鑑定評価部会  

不動産鑑定評価基準の改定骨子案  

富．新たな評価＝脚窟に対応♭た価格概念⑳明確脚≡慧♭も冨  

監現 状ヨ   

（1）鑑定評価における中心的な価格概念である「正常価格」について、しばしば定義があいま   

いに解釈される傾向にあることから、不動産市場の特殊性を踏まえ、その定義を明確化する   

ことが求められている。   

（2）鑑定評価に対するこ出ズの多様化曲高度化に伴い、社会的要請から、正常価格と帝離する   

条件下での経済価値を求められるケ岨スが増加しており、こうした評価二如ズに対応する価   

格概念をどのように整理するかが課題となっている。  

監改置の方向ヨ   

不動産鑑定評幡におlナる各価格概念の分類及び定義を下記のように整理する。   

（1）「正常価格」の定義の明確化  

8定常価格の新たな定義  

『市場性を有する不動産にヨいで、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えら  

れる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を嚢示ずる連荘な価格』   

（2）現行の「特定価格」の概念整理及び定義の明確化  

阻新たな「特定情緒」の定義  

『市場性を宿する不動産にヨいモ、法令等による社会的要請を背景とずる評価  

目的の下で、定常情緒の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産偶  

経済価値を連荘に表示する価格』  

b「特殊価格」の新設とその定義  

『文化財等の飽般的に市場性を宥しない不動産に∋いて、その利用現況を前提  

とした不動産の経済価値を適亘に表示する価格』   
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（3）現行の価格概念との対応関係  

（現  行）  （整理の方向）  

正常価格  正常価格   

○定 義   定義を明確化  

「合理的な市場で形成されるであろ  「市場性を有する不動産について、   

う市場価値を表示する適正な価格」  現実の社会経済情勢の下で合理的  

と考えられる条件を満たす市場で  

形成されるであろう市場価値を表  

示する適正な価格」  

○上記「現実の社会経済情勢の下で  

合理的と考えられる条件を満たす  

市場」の条件（※1）を明記   

変更なし   

限定価格  限定価格  

特定価格  特定価格   

○定 義  

F①一般的に取引の対象とならない  「市場性を有する不動産について、   

不動産又は②依韓日的及び条件に  法令等による社会的要請を背景と   

より血般的な市場性を考慮するこ  する評価目的の下で、正常価格の   

とが適当でない不動産の経済価値  前提となる諸条件を満たさない場   

を適正に表示する価格」  合における不動産の経済価値を適  

正に表示する価格」  

（特定価格を求めることができる場合  

の例）  0特定価格を求めることができる場   

（イ）宗教建築物等の特殊な建築物  合の例（※2）を明記 

の鑑定評価を行う場合  

（日）会社更生法による更生目的の  

財産の鑑定評価を行う場合  

（ハ）担保として安全性を考慮する  ○定義   

ことが特に要請される場合  「文化財等の咄般的に市場性を有し  

ない不動産について、その利用現  

況を前提とした不動産の経済価値  

を適正に表示する価格」  

○特殊価格を求めることができる場  

合の例（※3）を明記  
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※1「現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場」の条件   

l  

：（イ）市場参加者が自由意思に基づいて市場に参加し、参入b退出が自由であること。なお、  

ここでいう市場参加者は、自己の利益を最大化するため次のような要件を満たすとともに、  

慎重かつ賢明に予測し、行動するものとする。  

； （i）売り急ぎ、買い進み等をもたらす特別な動機のないこと。  
暮  
：（ii）対象不動産及び対象不動産が属する市場について取引を成立させるために必要  

となる通常の知識や情報を得ていること。  
t  

i （iii）取引を成立させるために通常必要と認められる労力∵費用を費やしていること  
l  

：（iv）対象不動産の最有効使用を前提とした価値判断を行うこと0  

： （v）買主が通常の資金調達能力を有していること。  
l  

ミ（臼）取引形態が、市場参加者が制約されたり、売り急ぎ∴買い進み等を誘引したりするよう  

な特別なものではないこと。  
l  

：（ハ）対象不動産が相当の期間市場に公開されていること。  
l  

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿．．＿ ＿．＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿．＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿．＿＿ ＿＿．＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿、＿ ＿ 一 ■ ＿＿ ＿ ＿1＿l＿ ＿ ＿ n－ － ●－ 一 一－ －■－ ＿＿・・＝・－ －1－－ －・■一－－，●＿ － －－・－ －・－ P －l・－ －－l   

※2「特定価格」を求める場合の例   

l  

：㍉資産の流動化に関する法律又は投資信託及び投資法人に関する法律に基づく評偶目的  

； の下で、投資家に示すための投資採算価値を表す価格を求める場合  

；㌧民事再生法に基づく評価目的の下で、早期売却を前提とした価格を求める場合  
。会社更生法又は民事再生法に基づく評価目的の下で、事業の継続を前提とした価格を  

I  

： 求める場合  等  
t   

※3「特殊価格」を求める場合の例   

l   

文化財の指定を受けた建物若しくは宗教建築物及び現況による管理を継続する公共公益： l   

施設の用に供されている不動産の保存等に主眼を置いた評価を行う場合  
l  

＿＿．＿ ＿．＿．＿ ＿＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿．＿ ＿＿ ＿＿ ＿．＿ ＿、＿．．＿ 叩 u ●＿ ＿．－「＿ ＿＿ ＿ ＿＿ ＿1．＿ －．．．．＿ －■ ■▼ ＿ ＿．＿ ＿．「．】 ＿】一 －・■I■．■ ＿．－．＿ ‖l1・－ － l ■r・、．．Lフ ー1－－・ユ ▲1－－ ■・－．－・－・－ t  

監改定に当たっぞの留意点 ヨ  

0 「最有効使用」とほ、現行基準土「良識と通常の使用能力を持つ人による合理的かつ合   

法的な最高最善の使用方法」とされているが、これはあくまで標準的な市場参加者が想定   

する範囲内で判定されるものである。  

0 複合不動産の「最有効使用」の判定に当たっでは、建物の現状の用途や物的な状況めみ   

ならず、管理の状態などのソヲト面の要因や将来の予測（建物の用途変更や更新等の軍能   

性）も加味して判定されるものである三とを明確化する。  

0 特定価格及び特殊価格を求めた場合には、評情目的及び評価上の制約条件等を、鑑定評   

価報告書において明らかにすることが必要である。   
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冨。収益還元法⑳体系的整理に慧♭も竃  

E 現 状 ヨ   

○ 現行基準における「収益還元法」は、直接還元法を念頭に置いており、投資用不動産の分析   

等において既に血般化しているDCF法が位置づけられていない。また、直接還元法に対応す   

る「還元剤回り」の意義は記載されているものの、DCF法に対応する「割引率」の考え方は   

位置づけられておらず、それらの具体的な求め方も不明確である。  

E改正の方向ヨ   

（1）収益還元法の手法体系の整理   

収益還元法の具体的な手法としては、直接還元法と新たに位置づけるDCF法  
（Discounted Cash FIow Analysis）との2本立てとして整理する。  

直瞳墨壷星：一期間（通常は年間。以下、同じ）の純収益を  
還元利回りによって還元することにより、不動産  

の収益価格を求める方法   

（直接還元法の基本式）  

P＝＝a／R  

又 益還元5   

み出すであろうと期： l   

待される純収益の現：   

価の総和を求めるも：   

の」  
l  

求める不動産の収益価格  

一期間の純収益  

還元利回り  

DCF法： 連続する複数の期間に発生する純収益及び復帰  
価格を、その発生時期に応じて割引き、それぞれ  

を合計することにより、不動産の収益価格を求め  

る方法   

（DCF法の基本式）  

n  a k  PR  

P＝  ∑  

k＝1  

P  

a k  

PR  

n : 

「  

Pニ  
月  

（1＋「）k （1＋「）n   

求める不動産の収益価格  

毎期の純収益   

復帰価格  

保有期間（分析期間）  

割引率  

an＋1  

月′  Rt：最終還元利回リ   
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（2）直接還元法とDCF法の適用のあり方に関する整理   

鑑定評価実務における直接還元法とPC F法の具体的な適用について下記のよ   

うに整理する。  

（イ）流動化法又は投信法に基づく評価目的の下で、投資家に示すための投資採算価値を   

表す価格を求める鑑定評価  

＊ DC F法の適用を必須とする（この場合、検証のため直接還元法も併用する  

ことが適当）。  

（郎上記以外の方法による不動産の証券化に係る鑑定評価等で収益性を通常の場合より   

厳密に反映させることが求められる鑑定評価  

＊ DC F法の適用を原則とする（この場合、検証のため直接還元法も併用する  

ことが適当）。  

但し、必要なデ間タが欠如する場合には、直接還元法のみの適用も可とする。  

（ハ）その他の不動産の鑑定評価  

＊ 不動産鑑定士等が、DC F法と直接還元法とを適切に選択し、又は必要に応  

じ併用する。  

（3）「還元剤回り」及び「割引率」の性格及び適用の明確化   

F還元利回り」及びF割引率」の性格及び適用についぞ下記のように整理する。  

I  

： 還元剤回り及び割引率とも不動産投資に係る収益性を表すものであるが、基本的には l  

下記の違いがある。  

：① 還元剤回りは、直接還元法の収益価格及びDCF法の復帰価格の算定において、  
肋期間の純収益から対象不動産の価格を直接求める際に使用される率であり、将来  

l  

の収益に影響を与える要因の変動予測と予測に伴う不確実性を含むもの。  
I  

】  
l  

： ② 割引率は、DGF法において、ある将来時点の収益を現在時点の価値に割り戻す  
l  

際に使用される率であり、還元利回りに含まれる変動予測と予測に伴う不確薬性の  

うち、収益見通しにおいて考慮された賃料や費用の変動予測に係るもめを除くも乳∴  
l  

l＿ －＿＿ ＿ ＿＿ ＿ ル n＿ L、い n，．＿ m L，n．，＿ ‖＿＿＿【1凸 ＿＿ ＿、＿＿仙 ＿ ＿＿ － ＿＿＿＿ ＿ ＿ 一 叫＿ ＿＿▲＿血 ＿．．．＿＿．＿ ＿＿ ‖＿ ＿．＿．．【… ＿凸 凸凸 ′、＿P u＿J  

監改定に当た慧ぞの留意点ヨ   

0 直接還元法における純収益の求め方には、複数の期間の純収益の変動を標準化する場合  

がある三と、BC F法の適用に当たっては、収益等の将来見通しや割引率の査定に係る十  

分な検証を行うことが必要であることに留意ずる必要がある。  

0「還元利回り」及び「割引率」の具体的な求め方については、実務レベルでさらに精査  

し、算定方法、具体的要素等を明確化する必要がある。   
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宣曲 対象不動産の属する市場や市場参加者の特性等に関する   
－㌦廿吊師直．用ユl∵、Iい十  

監現 状ヨ   

0 近年、不動産市場が収益性を重視した取引中心へと変化していることにより、単に近隣地   
域との関係のみならず、より広域的な市場動向の影響を受けて、不動産の用途決定や価格形   

成が行われる傾向が高まっているが、現行基準では市場分析に係る具体の着眼点については   

明確に記載されていない。  

監改正の方向ヨ   

（1）市場分析の位置付けの明確化   

F地域分析及び個別分析」の各プロセス．において、同騨需給圏レベルでの需給動  

向及び競合不動産との関係等を把握ずるための市場分析を行うことを新たに位置   

付ける。   

※ 市場分析に係る具体的な観点   

I  

；（地域分析のプロセス）  

近隣地域を含むより広域的な地域（同肋需給圏）を対象とし、次に掲げる観点  
l  

： から分析を行うべきことを明確化。  

① 個別の用途に応じた同m需給圏の判定  
l  

② 同剋需給圏における市場の需給動向  

③ 開脚需給圏における市場参加者の属性及び行動  
l  

l  

i（個別分析のプ日セス）  

地域分析の結果を踏まえ、対象不動産の個別的要因のうち影響の程度が大きい  
l  

： と判断される要因に着目し、競合不動産と比べた優劣及び競争力の程度を分析。  
l  

l  

l  

：（地域分析及び個別分析に共通する内容）  

① 標準的使用又は最有効使用の判定に当たり複数の可能性がある場合におい  

では、それぞれのケ間スに照応して市場分析を行う必要が生ずる場合がある∴  

（診 市場分析の結果は、鑑定評価手法の適用及び試算価格の調整において、適  

切に反映されるべきものである。  

（2）鑑定評価報告書への記載   

鑑定評価報告書において、地域分析及び個別分析におlナる市場分析の結果を明   

記する。   
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地域分析及び個別分析における地域の概念に係るイメⅦジ図  

1．地域分析   

① 近隣地域の判定  
（∋ 同一需給圏の判定   

③ 近隣地域の標準的使用の判定   

2．個別分析  

最有効使用の判定   

3．近隣地域  

対象不動産の属する用途的地域であって、対象不動産の価格の形成に関して直接に影響を  
与えるような特性を持つ地域   

4．類似地域  

近隣地域の地域の特性と類似する年朝生を有する地域   

5．同一需給圏  

一般に対象不動産と代替関係が成立して、その価格の形成について相互に影響を及ぼすような  
他の不動産の存する圏域（類似地域の範囲を規定）   
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Ⅳ．三方式を等しく尊重しで試算価格又は試算賃料を調整する   
という考え方の再検討についぞ  

監現 状ヨ   

○ 現行基準では、試算価格又は試算賃料の調整については、その意義が明らかでなく、また、  

調整の手順に係る具体的な着眼点についても必ずしも明確でないことから、鑑定評価の三方  

式はそれぞれ独立して関連性がない、或いは各試算価格又は試算賃料は常に等しくウエイト  

付けが行われるべきとの印象を与えている。  

監改正の方向 ヨ   

（1）試算価格又は試算賃料の調整の意義の明確化  
試算価格又は試算賃料の調整の意義を次のように整理する。  

①試算価格又は試算賃料の再吟味  

②試算価格又は試算賃料が有する説得力に係る判断   

（2）試算価格又は試算賃料の調整の着眼点   

試算価格又は試算賃料の調整の具体的着眼点として、現行基準における留意点   

に次のような項目を追加するとともに、試算価格又は試算賃料が有する説得力の   

違いを的確に反映した調整を行うことを明記。  

①試算価格又は試算賃料の再吟味の観点  

・各手法に共通する項目に関する判断相互の整合性  

②各試算価格又は試算賃料が有する説得力に係る判断の観点  

・対象不動産の価格形成要因に係る市場分析の結果  

b手法の適用において採用した資料の特性及び限界   

（3）鑑定評価書報告書への記載  

鑑定評価報告書に、試算価格又は試算賃料の調整プロセスを明記する。   
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Ⅴ．経済的臼法的出物埋的な物件精査（デュ呼デリジ三ン鼠）  
l∵、、り，＼十－  

E現 状ヨ  

0 不動産の証券化の進展等に伴う鑑定評価二皿ズの高度化一多様化に対応し、対象不動産をよ   

り精緻に確認し、分析すること（物件精査）が必要なケ叫スが現れてきており、また、精査の   

内容によっては他分野の専門家の活用も必要とされることもあり、実務上の対応にばらつきが   

みられる。  

監改定の方向性ヨ   

（1）物件精査の調査項目の整理   

不動産鑑定評価における物件精査についで、次の項目を整理し明確化する。  

（弧現行基準に位置付けのあるものに追加する調査項目（＊り  

②他の分野の専門家による調査資料を活用する場合（＊2）  

＊1 複合不勒産の評価に対応する建物の構造や仕様に係る詳細事項、土壌汚染等を含む  

環境、地下埋設物等に係る事項等   

＊2  不動産鑑定士の調査能力の範囲外富たは出定の調査はできるが価格形成に重大な影  

響を与える内容が明らかでないような場合   

（2）鑑定評価報告書への記載   

物件精査の調査内容の範囲及び調査土明らかにすることができない事項がある   

場合におlチる評価よの取扱いを鑑定評価報告書に明記する。  

監改定に当た慧ぞの留意点ヨ   
Cl・コ般的な鑑定評価への適用のあり方、内容が明らかとならない場合め不勒産鑑定士等の  

対応等、具体的適用に当たっての課題を整理する必要がある。  

○ 調査項目の具体的内容や不動産鑑定ま等の能力の範囲に係るメルタマ悶ルを明確にする  

必要がある。   
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